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H22.12.17改正
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kigyo/index.htm

※上記の助成金は、平成22年12月17日以降に事業場の指定申請をしたものに適用。平成22年12月16日以前に指定申請をしたものは従前の条例に
  よる。
※固定資産取得価額及び固定資産税相当額はいずれも土地を除く。

○助成金の返還規定･･･新増設に係る操業を開始した3年以内に休止または廃止したとき。（事業場設置助成金・雇用助成金・緑化助成金）
○通算限度額･･･同一企業における通算限度額を10億円とする。（事業場設置助成金）




